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                         美里町長 上田 泰弘 

 

 

災害復旧工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する 

取扱いについて（通知） 

  

このことにつきまして、令和７年８月豪雨災害による発注工事増加に伴う緩

和措置として、下記のとおり変更しましたので通知します。 

 

記 

 

〇現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱いについて 

 

（変更前） 

現場代理人が兼任できる工事の件数は３件、兼任にかかる工事の請負金額の

合計を 4,000万円未満とする。 

 

 

（変更後） 

現場代理人が兼任できる工事の件数は 10件、兼任にかかる工事の請負金額の

合計を 7,000万円未満とする。 

 

 


